
1

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

本
則
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

第
十
条
の
二
の
二

略

第
十
条
の
二
の
二

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る

同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
並
び
に
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
自
動
車
の
う
ち
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
番
号
及
び
標
識
を
付
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。

２
～

略

２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
信
の
用
に
供
す
る
機

10

械
又
は
自
動
車
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
レ
ー
ダ
ー
、
射
撃

統
制
装
置
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、

専
用
の
鉄
道
を
設
置
す
る
者
及
び
専
用
側
線
に
お
い
て
車
両
の
入
換
作
業
を
営
む
者

と
す
る
。

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
機
械
は

、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
が
駅
（
専
用
側
線
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く

。
）
の
構
内
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
取
扱
い
を
行
う
場
所
に
お
い
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て
専
ら
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
積
卸
し
の
用
に
供
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も

の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、

委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
、
農
地
の
造
成
又
は

改
良
を
主
た
る
業
務
と
す
る
者
及
び
素
材
生
産
業
を
営
む
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

６

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
動
力
耕
う
ん
機
そ
の
他

の
政
令
で
定
め
る
機
械
は
、
農
業
又
は
林
業
の
用
に
供
す
る
機
械
、
農
地
の
造
成
又

は
改
良
の
業
務
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
素
材
生
産
業
の
用
に
供
す
る
機
械
で
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

動
力
耕
う
ん
機
そ
の
他
の
耕
う
ん
整
地
用
機
械
、
栽
培
管
理
用
機
械
、
収
穫
調

整
用
機
械
、
植
物
繊
維
用
機
械
及
び
畜
産
用
機
械

二

製
材
機
、
集
材
機
、
積
込
機
及
び
可
搬
式
チ
ッ
プ
製
造
機

７

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
木
材
加
工
業
そ
の
他
の

政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る

当
該
事
業
の
事
業
場
に
お
い
て
使
用
す
る
機
械
又
は
装
置
の
動
力
源
の
用
途
そ
の
他

の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
（
生
コ
ン
ク

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
（
生
コ
ン
ク
リ

リ
ー
ト
製
造
業
を
除
く
。
）

ー
ト
製
造
業
を
除
く
。
）
を
営
む
者
の

事
業
場
内
に
お
い
て
専
ら
セ
メ
ン
ト
製

品
又
は
そ
の
原
材
料
の
積
卸
し
の
た
め
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に
使
用
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受

け
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
の
動
力
源

の
用
途

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
を
営
む
者
（

製
造
し
た
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
事
業
場

外
に
お
い
て
自
ら
運
搬
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
事
業
場
内
に
お
い
て
専
ら
骨

材
の
積
卸
し
の
た
め
に
使
用
す
る
フ
ォ

ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機

械
で
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
以

外
の
も
の
の
動
力
源
の
用
途

電
気
供
給
業

１

汽
力
発
電
装
置
の
助
燃
（
軽
油
専

焼
バ
ー
ナ
ー
及
び
重
油
加
熱
バ
ー
ナ

ー
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途

２

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
装
置
の
動
力

源
の
用
途

地
熱
資
源
開
発
事
業

地
熱
資
源
の
開
発
の
た
め
に
使
用
す
る

動
力
付
試
す
い
機
の
動
力
源
の
用
途

鉱
物
（
岩
石
及
び
砂
利
を
含
む
。
以

削
岩
機
及
び
動
力
付
試
す
い
機
並
び
に

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
掘

鉱
物
の
掘
採
事
業
を
営
む
者
の
事
業
場
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採
事
業

（
砂
利
を
洗
浄
す
る
場
所
を
含
む
。
）

内
に
お
い
て
専
ら
鉱
物
の
掘
採
、
積
込

み
又
は
運
搬
の
た
め
に
使
用
す
る
機
械

（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
の
動
力
源
の
用
途

と
び
・
土
工
工
事
業
で
総
務
省
令
で

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の

定
め
る
も
の

工
事
現
場
に
お
い
て
専
ら
く
い
打
ち
、

く
い
抜
き
、
掘
削
又
は
運
搬
の
た
め
に

使
用
す
る
建
設
機
械
（
カ
タ
ピ
ラ
を
有

し
な
い
も
の
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い

る
も
の
を
除
く
。
）
の
動
力
源
の
用
途

鉱
さ
い
バ
ラ
ス
製
造
業

鉱
さ
い
バ
ラ
ス
製
造
業
を
営
む
者
の
事

業
場
内
に
お
い
て
専
ら
鉱
さ
い
の
破
砕

又
は
鉱
さ
い
バ
ラ
ス
の
集
積
若
し
く
は

積
込
み
の
た
め
に
使
用
す
る
機
械
（
道

路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

の
動
力
源
の
用
途

港
湾
運
送
業

港
湾
に
お
い
て
専
ら
港
湾
運
送
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車
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両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受

け
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
の
動
力
源

の
用
途

倉
庫
業

倉
庫
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録

を
受
け
て
倉
庫
業
を
営
む
者
の
倉
庫
に

お
い
て
専
ら
当
該
倉
庫
業
の
た
め
に
使

用
す
る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て

い
る
も
の
以
外
の
も
の
の
動
力
源
の
用

途

鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
に
係
る
貨

駅
（
専
用
側
線
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た

物
利
用
運
送
事
業
又
は
鉄
道
貨
物
積

も
の
を
除
く
。
）
の
構
内
に
お
い
て
専

卸
業

ら
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の

う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運

送
事
業
者
の
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る

も
の
又
は
鉄
道
（
軌
道
を
含
む
。
）
に

よ
り
運
送
さ
れ
る
貨
物
の
鉄
道
（
軌
道

を
含
む
。
）
の
車
両
へ
の
積
込
み
若
し

く
は
取
卸
し
の
事
業
の
た
め
に
使
用
す

る
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
機
械
で
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
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条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る

も
の
以
外
の
も
の
の
動
力
源
の
用
途

航
空
運
送
サ
ー
ビ
ス
業
で
総
務
省
令

空
港
法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

で
定
め
る
も
の

空
港
、
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
管
理
空
港
そ
の
他
の
公
共
の
飛

行
場
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
お

い
て
専
ら
航
空
機
へ
の
旅
客
の
乗
降
、

航
空
貨
物
の
積
卸
し
若
し
く
は
運
搬
又

は
航
空
機
の
整
備
の
た
め
に
使
用
す
る

パ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
ス
テ
ッ
プ
、
ベ
ル
ト

ロ
ー
ダ
ー
、
高
所
作
業
車
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
作
業
用
機
械
で
、
道
路
運

送
車
両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録

を
受
け
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
の
動

力
源
の
用
途

廃
棄
物
処
理
事
業

廃
棄
物
処
理
事
業
を
営
む
者
が
廃
棄
物

の
埋
立
地
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

年
政
令
第
三
百
号
）
第
三
条
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
埋
立
地
を
い
う
。
）
内
に

お
い
て
専
ら
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
に

使
用
す
る
機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
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る
も
の
を
除
く
。
）
の
動
力
源
の
用
途

木
材
加
工
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る

木
材
加
工
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

も
の

の
を
営
む
者
の
事
業
場
内
に
お
い
て
専

ら
木
材
の
積
卸
し
の
た
め
に
使
用
す
る

機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
の
動
力
源
の
用
途

木
材
市
場
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る

木
材
市
場
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

も
の

の
を
営
む
者
の
事
業
場
内
に
お
い
て
専

ら
木
材
の
積
卸
し
の
た
め
に
使
用
す
る

機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
の
動
力
源
の
用
途

堆
肥
製
造
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る

堆
肥
製
造
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

も
の

の
を
営
む
者
の
事
業
場
内
に
お
い
て
、

専
ら
堆
肥
の
製
造
工
程
に
お
い
て
使
用

す
る
機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条

の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
堆
肥
若
し
く
は
そ
の
原
材

料
の
積
卸
し
若
し
く
は
運
搬
の
た
め
に

使
用
す
る
機
械
の
動
力
源
の
用
途

索
道
事
業

鉄
道
事
業
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
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る
許
可
を
受
け
て
索
道
事
業
を
営
む
者

の
ス
キ
ー
場
に
お
い
て
専
ら
当
該
ス
キ

ー
場
の
整
備
の
た
め
に
使
用
す
る
積
雪

を
圧
縮
す
る
た
め
の
特
殊
な
構
造
を
有

す
る
装
置
を
備
え
た
機
械
（
道
路
運
送

車
両
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を

受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
雪
を
製
造

す
る
た
め
の
装
置
を
備
え
た
機
械
の
動

力
源
の
用
途

８

第
四
十
三
条
の
十
五
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
免
税
の
手
続
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
中
「
又
は
設
備
」
と
あ

る
の
は
「
、
車
両
又
は
設
備
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は

「
経
過
す
る
日
（
当
該
経
過
す
る
日
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
到
来
す

る
場
合
に
は
、
同
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

第
四
十
三
条
の
十
七
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
又
は
還
付
の
手

続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ

10
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法

附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引
取
り
に
係
る
軽
油
の
譲
渡

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
国
際
約
束
は
、

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
日
本

11

11

次
の
と
お
り
と
す
る
。

国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互

一

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役

の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
と
す
る
。

務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協

定
二

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の

軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府
と
の
間
の
協
定


